
　「年末調整等説明会」に併せて「消費税軽減税率制度等説明会」も開催されますので、ぜひお越しください。

※�都合がつかない方は、11月 21日（水）香取市小見川市民センター「いぶき館」でも同様の時間で開催�
します。

お問合せ●佐原税務署☎�0478-54-1331

　年末になると、犯罪や交通事故が発生しやすくなります。
　犯罪や交通事故に巻き込まれないために、防犯や交通安全について楽しく学びましょう。多古高吹奏楽部、
警察音楽隊による演奏のほか、警察官による寸劇や講話などを行います。
　ゆるキャラとの触れ合いやパトカー・白バイに
乗っての記念撮影もできますので、お誘い合わせ
の上、ぜひご来場ください。

日時●11月 25日（日）
　　　午後2時〜 4時 10分
　　　【開場】午後1時 30分
場所●コミュニティプラザ　文化ホール

お問合せ●総務課交通防災係☎76-2611

法人・個人事業主の方へ
―説明会のご案内―

第 2 回防犯・交通安全音楽フェスタを開催します

11月 22 日（木）と き 香取市佐原文化会館ところ

■年末調整等説明会

用紙配布●午後1時〜 1時 30分
説明会●午後1時〜 4時
　給与の支払者（源泉徴収義務者）の方々を対象に、年末調整の説明会を開催します。年末調整は、給与以
外の所得が少ない方々にとって確定申告に代わる重要な手続きです。

■消費税軽減税率制度説明会

説明会●午前10時 30分〜正午
　消費税の軽減税率制度は、平成31年 10月 1日からの消費税率10％への引き上げと同時に実施され
ます。軽減対象品目の取り扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費とし
て飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も取扱商品の適用税率の確認や適用率ご
との区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。

第１回音楽フェスタの様子

〔募集要項の閲覧・配布開始〕
　11月�1 日（木）から
〔参加申込書・質問書受付期間〕
　11月 12日（月）〜22日（木）　午前8時 30分〜午後5時 15分（土・日を除く）
〔企画提案書受付期間〕
　11月 26日（月）〜12月 7日（金）　午前8時 30分〜午後5時 15分（土・日を除く）

【募集要件】
　町内に主たる事務所（活動拠点）を有する下記①・②の団体のうち、年間（毎週火曜日・�
年末年始は定休日）を通して施設の管理運営が可能な団体。

①公共的団体
　�　商工会、社会福祉協議会、シルバー人材センター等、法律に基づき設立され、公共的な活
動（公共の利益を優先させて行う活動）を行っている団体。

② NPO 法人
　�　特定非営利活動促進法（NPO法）に基づき、県知事の認証を受けて設立された特定非営利
活動法人（NPO法人）で、まちづくりの推進または観光の振興を図る活動を行っている法人。

　当施設は、「官民協働」により管理運営を効率的かつ効果的に行い、町の活性化を図ることを目的に
運営しています。現在の契約期間が平成31年 3月末をもって終了となるため、平成31年 4月から�
管理運営をしていただける団体を募集します。
　下記の募集要件に該当し、施設の管理運営に意欲のある団体は、詳細についてご説明しますので、
各受付期間内に地方創生担当課窓口（役場2階）へお越しの上、お申し込みください。

※お越しの際は、事前に電話にて日程調整をお願いします。

　施設の内容は次のとおりです。各部屋を活用した企画提案をお待ちしています。

【施設の内容】
①子育て世代から高齢者の方まで利用できる「子育て交流室・多世代交流室」（3室）
②観光・交流イベントや移住情報等の発信コーナー「観光・交流・移住情報室」（1室）
③町の魅力発信として文化財の展示や交流イベントスペース「魅力発信・交流ホール」（1室）
④町内で農業・交流体験等を展開しているNPO・ボランティア団体等の打合せ・活動拠点
　「地域団体活動室」（1室）
⑤町の特産品を使用した料理教室・各種創作教室等の体験コーナー「体験室」（1室）
⑥その他、施設管理事務室、調理室、トイレ等

申込み・お問合せ●企画空港政策課地方創生担当課☎�76-5409

多古町魅力発信交流館の
管理運営団体を募集します
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